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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【公開番号】特開2018-166318(P2018-166318A)
【公開日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
【出願番号】特願2017-64061(P2017-64061)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  40/02     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ   4/40     (2018.01)
   Ｂ６３Ｂ  49/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   40/02     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    4/04     １５０　
   Ｂ６３Ｂ   49/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月6日(2020.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海上を航行する自船と複数艘の他船からなる船舶群の各船舶にそれぞれ搭載された無線
データ通信用の通信端末によって前記自船から基地局に通信するための海上における通信
ネットワークを構築する通信ネットワーク構築システムであって、
　前記自船に搭載された前記通信端末が、
　前記基地局への接続を要求する接続要求コマンドを前記他船の通信端末に対して送信す
るコマンド送信部と、
　前記コマンド送信部による接続要求コマンドの送信後に、前記他船のいずれかの通信端
末から送信される接続要求ＯＫのレスポンスを受信するレスポンス受信部と、
　前記レスポンス受信部が前記接続要求ＯＫのレスポンスを受信した場合に、前記接続要
求ＯＫのレスポンスを送信した通信端末との間に相互の通信路を確立する通信路確立部と
、
　前記通信路を確立した通信端末および前記基地局と通信可能な圏内に存在する船舶の通
信端末とを介して前記基地局と通信してデータを送受信するデータ送受信部と、
　を有すると共に、
　前記他船のうちの複数の船舶の通信端末から送信される各船舶の位置情報を検出すると
共に、前記各船舶の位置情報の受信角度差を検出する位置情報検出部と、　
　前記位置情報検出部によって検出された前記各船舶の位置情報と前記各船舶の受信角度
差とによって、自船の位置情報を推測する位置情報推測部と、
を有することを特徴とする通信ネットワーク構築システム。
【請求項２】
　前記他船のいずれかの通信端末から送信される接続要求コマンドを受信するコマンド受
信部と、
　前記コマンド受信部が前記接続要求コマンドを受信した場合に、前記接続要求コマンド
を送信した通信端末に対して接続要求ＯＫのレスポンスを送信すると共に、前記コマンド
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送信部に前記接続要求コマンドを送信させるレスポンス送信部と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の通信ネットワーク構築システム。
【請求項３】
　前記コマンド送信部は前記接続要求コマンドを前記自船のＩＤを付して他船の通信端末
に対して送信すると共に、前記レスポンス受信部は前記ＩＤで特定されて前記他船のいず
れかの通信端末から送信される接続要求ＯＫのレスポンスを受信することを特徴とする請
求項１または２に記載の通信ネットワーク構築システム。　
【請求項４】
　前記通信路確立部は、前記レスポンスを送信した通信端末との間で前記ＩＤに基づいて
前記相互の通信路を確立することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の通信ネ
ットワーク構築システム。
【請求項５】
　前記通信路確立部は、前記通信路を順次確立すると共に、前記ＩＤを前記通信路が確立
された順序と一緒にメモリに格納することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載
の通信ネットワーク構築システム。　
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】海上における通信ネットワーク構築システム
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、海上における通信ネットワーク構築システムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　ところで、複数の通信端末の間でグループ通信を行う通信技術としては、特許文献１に
記載の技術がある。その技術は、自由に移動する多数の通信端末のうち、電波の到達範囲
内にある隣り合った通信端末間で通信路を形成することを順次行なって、各通信端末が隣
接する通信端末を中継点としてグループ内の他の任意の通信端末と通信可能なネットワー
クを形成するものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　特許文献１に記載の技術は上記のように構成することで、基地局を用いずに、グループ
内の各通信端末が他の通信端末とオンデマンド型の通信を行うことを可能にしている。し
かしながら、これは街中などの陸上で一時的に集合する通信端末間でデータの送受信を行
うための技術であり、海上を航行する複数の各船舶と陸上の基地局を経由したクラウド等
のサーバとの通信に適用することはできない。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　従って、この発明の目的は上記した課題を解決し、海上を航行する複数艘の船からなる
船舶群において、地上の基地局との通信可能圏外にある船舶でも基地局と通信可能にする
ための、海上における通信ネットワーク構築システムを提供することにある。なお、この
明細書中でいう「海上」には「湖上」も含む。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記した課題を解決するため、この発明にあっては、海上を航行する自船と複数艘の他
船からなる船舶群の各船舶にそれぞれ搭載された無線データ通信用の通信端末によって前
記自船から基地局に通信するための海上における通信ネットワークを構築する通信ネット
ワーク構築システムであって、前記自船に搭載された前記通信端末が、前記基地局への接
続を要求する接続要求コマンドを前記他船の通信端末に対して送信するコマンド送信部と
、前記コマンド送信部による接続要求コマンドの送信後に、前記他船のいずれかの通信端
末から送信される接続要求ＯＫのレスポンスを受信するレスポンス受信部と、前記レスポ
ンス受信部が前記接続要求ＯＫのレスポンスを受信した場合に、前記接続要求ＯＫのレス
ポンスを送信した通信端末との間に相互の通信路を確立する通信路確立部と、前記通信路
を確立した通信端末および前記基地局と通信可能な圏内に存在する船舶の通信端末とを介
して前記基地局と通信してデータを送受信するデータ送受信部と、を有すると共に、前記
他船のうちの複数の船舶の通信端末から送信される各船舶の位置情報を検出すると共に、
前記各船舶の位置情報の受信角度差を検出する位置情報検出部と、前記位置情報検出部に
よって検出された前記各船舶の位置情報と前記各船舶の受信角度差とによって、自船の位
置情報を推測する位置情報推測部とを有する如く構成した。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
【図１】この発明の実施形態に係る海上における通信ネットワーク構築システムを実施す
る船舶である小型船舶の例を斜め後方から見た外観斜視図である。
【図２】図１の船舶に搭載される船外機の（部分断面）拡大側面図である。
【図３】図２の船外機の要部説明図である。
【図４】この発明の実施形態に係る海上における通信ネットワーク構築システムを説明す
るための概念図である。
【図５】図１の船舶に搭載される通信端末のハード構成例を示すブロック図である。
【図６】図５における無線通信部の機能構成を示すブロック図である。
【図７】図５および図６に示した通信端末によるこの発明に係る動作の流れを示すフロー
・チャートである。
【図８】位置情報推測の一例を説明する説明図である。
【図９】位置情報推測の他の例を説明する説明図である。
【手続補正９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　以下、添付図面に即してこの発明の実施形態に係る海上における通信ネットワーク構築
システムを実施するための形態について説明する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　図１はこの発明の実施形態に係る海上における通信ネットワーク構築システムを実施す
る船舶である小型船舶の例を斜め後方から見た外観斜視図、図２は図１の船舶に搭載され
る船外機の（部分断面）拡大側面図、図３はその船外機の要部説明図である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　図４はこの発明の実施形態に係る海上における通信ネットワーク構築システムを説明す
るための概念図である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　上述した如く、この実施形態にあっては、海上２を航行する自船（図４の例では船舶１
Ａ）と複数艘の他船（図４の例では１Ｂ～１Ｇ）からなる船舶群の各船舶１Ａ～１Ｇにそ
れぞれ搭載された無線データ通信用の通信端末１２０によって、自船１Ａから基地局２０
０に通信するための通信ネットワーク構築システムであって、自船１Ａの通信端末１２０
が、他船のうちの少なくとも基地局２００と通信可能な圏内２００ａに存在する船舶１Ｇ
を含む船舶１Ｂ～１Ｇの通信端末１２０との間で通信ネットワークを構築して相互に通信
可能な通信路を確立すると共に、自船１Ａの通信端末はその確立された通信路を介して基
地局２００と通信する如く構成した。それによって、各船舶に搭載する通信端末に電波強
度の強い無線端末を使用する必要がないので安価になる。しかも、自船が基地局２００か
ら離れていても、リアルタイムで基地局とデータの送受信が可能である。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　さらに、位置情報が分からない船舶（図８の船Ｃあるいは図９の船Ｄ）の通信端末１２
０が、複数の船舶（図８の船Ａ，Ｂ、あるいは図９の船Ａ，Ｂ，Ｃ）の各通信端末１２０
から送信される各船舶の位置情報を、それぞれ指向性アンテナによって受信して、その各
位置情報を取得すると共に該各位置情報の受信角度差（αまたはα，β）を検出する位置



(5) JP 2018-166318 A5 2020.4.16

情報受信部（図６のデータ送受信部１４２の機能）と、その位置情報受信部によって取得
した各位置情報と検出した受信角度差とによって、自船の位置情報を推測する位置情報推
測部（図６の制御部１４８の機能）とを有する如く構成したので、ＧＰＳ受信機を備えて
いないか故障して位置情報が分からない船舶も、近隣の他の複数の船舶からその各位置情
報を送信してもらうことによって、自船の現在の位置情報を推測することができる。
　また、前記他船（図４の例では１Ｂ～１Ｇ）のいずれかの通信端末から送信される接続
要求コマンドを受信するコマンド受信部１４４と、前記コマンド受信部が前記接続要求コ
マンドを受信した場合に、前記接続要求コマンドを送信した通信端末に対して接続要求Ｏ
Ｋのレスポンスを送信すると共に、前記コマンド送信部に前記接続要求コマンドを送信さ
せるレスポンス送信部１４６とを有する如く構成したので、上記船舶群の各船舶１Ａ～１
Ｇにそれぞれこの通信端末を搭載することによって、上述した通信ネットワークを素早く
確実に構築することができる。
　また、図７フロー・チャートに示す如く、前記コマンド送信部１３６は前記接続要求コ
マンドを前記自船のＩＤを付して他船の通信端末に対して送信すると共に、前記レスポン
ス受信部１３８は前記ＩＤで特定されて前記他船のいずれかの通信端末から送信される接
続要求ＯＫのレスポンスを受信し、前記通信路確立部１４０は、前記レスポンスを送信し
た通信端末との間で前記ＩＤに基づいて前記相互の通信路を確立し、前記通信路確立部は
、前記通信路を順次確立すると共に、前記ＩＤを前記通信路が確立された順序と一緒にメ
モリに格納する如く構成した。　
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